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離
婚
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
父
親

の
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
、
ま

た
は
保
護
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
手
当
額
（
月
額
）　
９
８
５
０
円
〜
４
万

１
７
２
０
円
（
児
童
２
人
目
…
５
０
０
０

円
を
加
算
、
児
童
３
人
目
以
降
…
１
人
に

つ
き
３
０
０
０
円
を
加
算
）

　
所
得
に
よ
っ
て
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す
。

本
人
ま
た
は
同
居
の
人
の
所
得
が
一
定
額

以
上
の
場
合
お
よ
び
公
的
年
金
や
遺
族
補
償

を
受
け
て
い
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
受
給
し
て
い
る
人
は
、「
児
童
扶

養
手
当
現
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

●
受
付
期
間
　
８
月
１
日

〜
８
月
29
日

　　
母
子
、
寡
婦
家
庭
の
生
活
安
定
や
向
上

の
た
め
、
県
で
は
右
下
表
の
と
お
り
各
種

の
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
助
成
対
象
者
　
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼

児
（
６
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）

●
助
成
の
範
囲
　
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ

る
範
囲
で
、
そ
の
自
己
負
担
額
（
入
院
時

の
食
事
代
は
全
額
自
己
負
担
）

●
所
得
制
限
　
父
母
の
市
民
税
所
得
割
課

税
額
の
合
計
が
13
万
６
７
０
０
円
以
下
の

世
帯

●
助
成
対
象
者
　
母
子
家
庭
の
児
童
（
18

歳
到
達
後
、
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
お

よ
び
そ
の
児
童
を
養
育
す
る
母

●
助
成
の
範
囲
　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制

度
と
同
じ

●
所
得
制
限
　
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世

帯
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

　
児
童
養
護
施
設
で
短
期
間
、
子
ど
も
を

養
育
・
保
護
し
ま
す
。

●
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
　
保
護
者
の
疾
病
や

勤
務
な
ど
で
子
ど
も
の
養
育
が
一
時
的
に

困
難
な
と
き
に
、
７
日
以
内
程
度
で
子
ど

も
を
養
育
し
ま
す
。

●
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
　
保
護
者
の
勤

務
な
ど
で
、
平
日
18
時
か
ら
22
時
ご
ろ
の

子
ど
も
の
養
育
が
困
難
な
と
き
に
、
子
ど

も
を
養
育
し
ま
す
。

●
場
所
　
児
童
養
護
施
設
「
共
楽
園
」

（
周
南
市
大
字
久
米
１
３
４
７
）

◎
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭
課
（
あ
い
ぱ
ー

く
光
）
０
８
３
３(

７
４)

３
０
０
５

子
育
て
支
援
の
各
種
制
度
に
つ
い
て

子
育
て
短
期
支
援
事
業

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

児
童
扶
養
手
当

※
詳
し
く
は
、
子
ど
も
家
庭
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

　　
平
成
20
年
７
月
31
日
ま
で
の
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
人
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。ま
た
、前
年
度
に
助
成
を
受
け
て

い
な
い
人
も
、所
得
要
件
を
確
認
し
、８
月

29
日

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
助
成
対
象
期
間
　
８
月
１
日
か
ら
平
成

21
年
７
月
31
日
ま
で

●
受
付
期
間
　
７
月
14
日

か
ら
７
月
31

日

ま
で(
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く)

●
持
参
す
る
も
の
　

①
健
康
保
険
証
（
乳
幼
児
医
療
費
の
場
合
は

児
童
、
母
子
家
庭
医
療
費
の
場
合
は
児
童
と

母
の
も
の
）　
②
印
鑑
　
③
更
新
の
人
は
申

請
書
（
市
が
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
、
光
市
以
外

に
住
所
が
あ
っ
た
人
は
、
前
住
所
地
の
市

町
村
が
発
行
す
る
平
成
20
年
度
市
町
村
民

税
所
得
課
税
証
明
書
（
乳
幼
児
医
療
費
は

父
母
の
も
の
）
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
更
新
・
申
請
先
　 

あ
い
ぱ
ー
く
光
、
大
和

支
所（
更
新
の
み
の
場
合
、光
地
域
…
あ
い

ぱ
ー
く
光
、
大
和
地
域
…
大
和
支
所
）

①事業開始  
②事業継続 
③修学 
④技能習得 
⑤修業 
⑥就職支度 
⑦医療介護 
⑧生活 
⑨住宅 
⑩転宅 
⑪就学支度 
⑫結婚 

助成内容 
283万円以内 
142万円以内 
月額1万8千円～ 
月額5万円 
月額5万円 
10万円以下 
医療…34万円 介護…50万円 
月額6万9千円～10万3千円 
150万円以内 
26万円以内 
3万9千5百円～59万円 
30万円以内 

貸付金額 

乳
幼
児
医
療
費
助
成

母
子
家
庭
医
療
費
助
成

　
　
　
更
新
と
申
請
の
受
付
開
始


